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【９例目】
所在地：岐阜県本巣市
飼養状況：約１.５万羽（採卵鶏）
経緯：
１１月１８日

農場から、死亡羽数が増加している
旨の通報を受け、県が立入検査を
実施。簡易検査で陽性を確認。

１１月１９日
遺伝子検査の結果、高病原性鳥イン
フルエンザの疑似患畜であることを
確認。

【１０例目】
所在地：鹿児島県出水市
飼養状況：約１２万羽（採卵鶏）
経緯：
１１月１９日

農場から、まとまって死亡及び周辺の鶏も衰弱
している旨の通報を受け、県が立入検査を実施。
簡易検査で陽性を確認。

１１月２０日
遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜であることを確認。

岐阜県、鹿児島県の農場で
高病原性鳥インフルエンザ発生！（国内家きん９、１０例目）

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※急性悪性家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに
連絡してください。
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください。

衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
ねずみ及び害虫の駆除

衛生管理・防疫対策を徹底し、農場を鳥インフルエンザから守りましょう！！

（参考）農林水産省HP
令和６年１１月２０日現在

９例目

１０例目



正しく消毒できていますか？
～低温下での消毒～

逆性石けん（アストップ、パコマ、ロンテクト、パンパックス等）は低温下で消毒効果が著しく
低下し、凍結の恐れもあります。以下の対策を参考に、適切な消毒を行いましょう。

●アルカリ剤の添加
逆性石けんに消石灰等のアルカリ剤を添加すると、低温下でも消毒効果が維持・増強されます。

使用場面例：動力噴霧器による車両消毒 ※１
オールアウト後の鶏舎消毒
資材（輸送かご、卵トレイ）や衣類の漬け込み消毒 ※２、３
長靴の踏込消毒槽 ※２、３

〈注意点〉
※１ アルカリ剤の効果で配管内に蓄積されたヘドロが剥がれてノズルが詰まる事がある

ため、一度ノズルを外してヘドロを除去しましょう。
※２ 糞便等の有機物があると、消毒薬の効果が低下してしまいます。必ずきれいに洗浄を

行ってから消毒しましょう。
※３ 長靴は３分間、衣服は３０分間以上の漬け込みが必要です。

●凍結防止対策で不凍液を添加
低温下で消毒薬が凍結する場合は、動物用消毒薬に使用可能な不凍液等を添加しましょう。

消毒薬作成例：水 １ｔ
逆性石けん（×500～×1000） １～２Ｌ
水酸化カルシウム １.７ｋｇ

粒子径の小さいマイクロ水酸化カルシウムを使ってください。
粒子径の大きい水酸化カルシウムでは、添加しても十分な相乗効果が得られません。
推奨粒子径：10μm程度以下 推奨濃度：0.17%

今シーズンの高病原性鳥インフルエンザ発生状況は、過去最多の発生を
みた令和４年シーズンに匹敵するペースで発生していることから、令和６年
１１月２１日に「鳥インフルエンザ防疫対策緊急全国会議」がＷＥＢ形式で
開催され、江藤農林水産大臣からのメッセージが提示されました。

【 大臣メッセージより抜粋 】
① 危機感の共有：「自分のところに来ても全くおかしくない」 「来るぞ」

という覚悟を持って。
② 現場の隙間、隙を埋める：飼養衛生管理のレベルを一段上げる。
③ 再点検：もう一度再点検。何度点検しても十分ということはない。
④ 発生しても周りに伝播させない、拡げない：地域に拡げないことが最重要。

とにかく防疫対策の徹底をお願いする。緊張感を持って御対応いただきたい。

（農林水産省HP：https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/241121.html）



鳥インフルエンザ防疫対策緊急会議資料から抜粋



鳥インフルエンザ防疫対策緊急会議資料から抜粋



【発生農場の概要】
所在地：香取市

飼養状況：採卵鶏（約３万７千羽）

経緯：
１０月２２日：死亡羽数増加の通報を受け、

簡易検査で陽性と判明
１０月２３日：疑似患畜であることが判明
１０月２４日：殺処分終了及び防疫措置完了
１１月 ５日：搬出制限解除（監視強化区域へ移行）（０時）
１１月１５日：移動制限解除（監視強化区域へ移行）（０時）

【今後の対応】
• 監視強化区域は11月22日の確認検査で異状が確認されない場

合、１１月２３日０時解除

• 監視強化区域の解除をもって、今回の発生に伴う全ての

制限・監視強化がなくなり、通常どおりの体制に戻ります！

※解除後も引き続き家きんの健康観察及び消毒を徹底し、異状

が認められた場合、速やかに家畜保健衛生所へ御連絡ください。

香取市で発生した高病原性鳥インフルエンザに
係る全ての区域設定解除！

区域設定
解除

11月5日0時 11月15日0時 11月23日0時

対応のイメージ

搬出制限区域： 移動制限区域： 監視強化区域：

現在の区域設定

(発生地点から3km圏内)(発生地点から10km圏内) (健康観察を徹底していただく地域)


